
相談会予約無料受付ダイヤル

0120-556-215 まずは、無料相談から！

相続手続き
不動産名義変更 預金解約等相続税

相続登記    義務化されました！4月1日より が

秘密厳守
フリーダイヤル 【受付時間】月～金／9：00～18：00※電話でお申し込み下さい

／相続専門の行政書士、税理士、司法書士、不動産会社、FPがお伝えします！／
ベルモニー葬祭提携事務所

いよリーガル
なら

相続税の無料簡易査定も可能です。税理士事務所を併設していますので、一度に相談できます。

相談会!
まるごとサポート

相続発生後の不動産･預貯金の名義変更や相続税申告、
不動産売却などの煩雑な手続きについて
相続専門のアドバイザーがまるごとサポートします　　

いよリーガル
なら

お客様から「財産のことは、す

べて任せて安心」と信頼され

るために、元気よく情熱的に支

援します。明るく笑顔で、柔軟

な視点からお客様に本当に必

要なアドバイスをいたします。

お話させていただく専門家のご紹介

行政書士法人 いよリーガル
税理士法人 片山会計

代表 片山 雄紀

税理士行政書士 司法書士

不動産の相続には注意点が多
数存在します。それは相続が
実際発生しないと気付かない
場合もございます。知らずに損
する前に、この機会にお気軽に
ご相談ください。

大屋不動産株式会社 相続サロン責任者 德永 基起
宅地建物取引士・　不動産コンサルティングマスター

公
認 

宅地建物取引士　 愛媛県知事　第008258号
　不動産コンサルティングマスター
国土交通大臣 登録証明事業 （１）第34933号

公
認

司法書士法人アシストです。松山市と新居浜市で日々相続の
専門家として奮闘しています。お客様にとって最適なご提案が
出来るよう、誠心誠意向き合いたいと思います！

司法書士法人アシスト（代表社員） 
宇都宮 孝輔
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー
登録番号 愛媛第６１２号／認定番号 第１３４７０１２号

司法書士法人アシスト（代表社員） 
桝元 亮太
司法書士
登録番号 愛媛第６４１号
認定番号 第１１１２０５５号

愛媛県行政書士会 登録 第12391658号
四国税理士会 登録 104759
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愛媛県西条市神拝甲535-1

大屋不動産 相続サロン 
西条店
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大屋不動産 相続サロン
西条店

要予約
先着30組様限定

相談
無料

（土曜日）
25

新居浜
会場

愛媛県新居浜市北新町5番11号

大屋不動産 相続サロン 
新居浜店
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大屋不動産 相続サロン
新居浜店
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弁護士法人あい法律事務所
香川県弁護士会 登録番号53377弁護士 山口 恭平弁護士相談可能



相続手続きについてこんなお悩みありませんか?

相続を専門とした各専門家とのご面談は、原則として店舗で対応します。
一度に、すべての専門家とご面談することも可能ですので、いろいろなところに行く手間が省けます。

□家族が亡くなり相続手続きをし
ないといけないが何から手を付
けていいかわからない。

□仕事が忙しくて、平日休みがとれ
ず相続手続きが思うように進まな
い。誰かに代行してもらいたい。

□相続で揉めてはいないが、公平な
立場で手続きを進めてくれる第
三者はいないだろうか。

□銀行で凍結された故人の預貯金
口座や不動産の名義変更の手続
きについて知りたい。

□相続したけど使わない不動産を
査定･売却したい。

□相続税の申告が必要かどうか知
りたい。

税理士

司法書士

不動産会社

行政書士

ファイナンシャルプランナー相続人

いよリーガルHPもご覧ください 詳しくはこちらから行政書士法人いよリーガル

□相続税が有利になる遺産の分割
方法があれば教えてほしい。


